
三沢市斗南藩記念観光村の利用上の注意事項について 

 

１ 観光村を利用するにあたって 

①三沢市斗南藩記念観光村条例及び三沢市斗南藩記念観光村管理規則を遵守して使用し

てください。 

②この注意事項を守っていただけない場合は、次回からの使用をお断りさせていただく場合が

あります。 

③使用時間には、準備、後始末等に要する全ての時間を含みます。 

④近隣住民、施設利用者及び通行人に迷惑をかける行為又はそのおそれのある行為をしない

でください。 

⑤その他必要な事項については、管理者の指示に従ってください。 

 

２ 観光村利用上の注意事項 

①支援事業を受けたイベント内容は、市の広報媒体で公開されます。 

②一般の来村者の来場を制限しないでください。 

③ごみ箱等の設置はしておりませんので、ごみは必ず各自で持ち帰ってください。 

④悪天候や災害時など、安全な運営ができないと判断した場合は、使用をお断りさせていただ

く場合があります。また、使用中に悪天候となった場合は、使用者の責任において使用を中

止するとともに、使用を再開する場合は、安全が確保されていることを確認してください。 

⑤所持品などは各自の責任において保管し、盗難等に注意してください。なお、盗難等につい

て、市は、一切責任を持ちません。 

⑥観光村の使用又は利用に係る事故等については、使用者又は利用者が責任を負うものとし

ます。 

⑦附属設備及び備付器具は、大切に取り扱い、破損、紛失等のないよう十分注意してくださ

い。また、附属設備又は備付器具に破損、紛失等が発生した場合は、直ちに、管理者へ報

告してください。 

⑧観光村の使用後は、使用者において使用前の状態に戻してください。 

⑨イベントの開催において、法令または条例上必要な届出および許可は使用者が責任をもっ

てお取りください。 

 

３ その他 

ご不明な点等については、お気軽にご連絡ください。 
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